
■平成３０年分の傾向

■最新の路線価の確認方法

全国平均では前年比 0.7％アップと

3 年連続で上昇。

都道府県別に見ると、東京都（前年

比 4.0％アップ）、大阪府（同 1.4％

アップ）、京都府（同 2.2％アップ）、

愛知県（同 1.5％アップ）など、

三大都市圏で高い上昇率となりました。

沖縄県は同 5.0％アップと 47 都道府

県で最も高い上昇率となりました。

国税庁のホームページの平成 30 年

分財産評価基準

http://www.rosenka.nta.go.jp/

に全国の路線価が公表されており、

ホームページ内に評価方法が記載

されています。

相続人の分割方法を検討する際、まずご所有地、個々の評価額を正確に把握す

ることが重要です。また、一般的に相続税路線価は実勢価格の 7 ～ 8 割と言

われており、売却する際の目安となりますので、確認しましよう。

1.地域社会の住生活の満足度をより高める。

2.資産家の収益の最大化を計り、資産価値をより高める。

3.従業員の物心両面の幸せをより高める。

1.顧客に感動を与える、より高付加価値サービスの提供。

2.顧客へのさらなる満足の提供の為に、経営者及び従業員一同心を高め常に自らを磨く事に努める。

3.常に感謝の気持ちを忘れず利他の心を持ち続け世の為人の為に誠実に行動する。

経営理念 経営方針（中期経営ビジョン）
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☎ 0246-26-0303    http://www.iwaki-tt.co.jp

平成３０年分路線価発表
お世話になっております。 ＰＭ事業部の阿部麻里です。
７月２６日に開催した賃貸住宅セミナーにおいては、 テーマが
空室対策という事もあってか、 沢山ご来場いただきました。
次回は１０月１８日 （木） を予定しておりますので、 こちらもご参加
の程、 宜しくお願いいたします。
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ミニ知識

国税庁は、平成 30 年 7 月 2 日に平成 30 年分の路線価を公表しました。

全国平均は 3 年連続上昇となりましたが、人口流入や訪日客増加等を背景に、再開発が進む都市部

と人口減少が続く地方都市部との二極化がより鮮明となりました。

 ～都市部と地方
　　　　　二極化進む～

路線価が上昇すると相続税の負担額が増えることになります。

しかしながら、土地が売れて現金化している訳でもなく、アパート

などの賃料収入が増える訳でもありません。、今一度、相続対策の

3 原則「節税・納税・分割」を検討・確認しましょう。路線価が下落している

地域は、不動産の実勢価格も下落傾向にあり、今後も続くことが予想されます。

そのため、地方圏（遠方）で所有されている相続などで得た不動産や遊休地に

　　　　　　ついてのご売却や活用方法を検討されてみては如何でしょうか。
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毎日が人生勉強です！

主な都道府県の路線価の対前年変動率


